
様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 国民健康保険総合システム 

行 政 機 関 等 の 名 称 市長 

個人情報ファイルが利用に供され 

る事務をつかさどる組織の名称 
国保年金課 

個人情報ファイル の利用目的 国民健康保険事務のため 

記 録 項 目 

１証番号、２宛名番号、３氏名、４生年月日、５

性別、６電話番号、７世帯番号、８住所、９資格

情報（開始日、開始事由、終了日、終了事由、届

出日等）、１０給付情報（診療報酬明細書等情報、

支給管理情報等）、１１国民健康保険税賦課徴収

情報（保険税、減免軽減情報、徴収方法、銀行口

座等）、１２住民税情報、１３国民健康保険税収

納情報、１４住民基本台帳情報、１５生活保護関

連情報、１６介護保険情報 

記 録 さ れ る 個 人 の 範 囲 

国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）

に基づき、届出された被保険者情報および被保

険者が属する世帯の世帯主情報（転出等の事由

により国民健康保険の資格を喪失した者を含

む。） 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 

本人又は本人の代理人による国民健康保険の届

出、他市町村からの通知、他部署（税務課、納税

課、市民課、生活福祉課、長寿課）との情報連携 

要 配 慮 個 人 情 報     ■含む       □含まない    

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先 愛知県国民健康保険団体連合会 

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 

（名 称） 

国保年金課 

（所在地） 

刈谷市東陽町１丁目１番地 

訂正及び利用停止に関する他の 

法令の規定による特別の手続の有無 
    □有        ■無    

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別 

■法第６０条第２項第１号（電子計算機処理） 

政令第２１条第７項に規定する個人情報フ

ァイルの有無（  ■有    □無  ） 

□法第６０条第２項第２号（手処理） 

備 考 
 

 


